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問合せ先、支援申請書等の提出先 

 

組 織 名 

（事務局） 

 公益財団法人京都高度技術研究所 地域産業活性化本部 

  「京都市ＤＸモデル構築プロジェクト」事務局 

所 在 地 
〒６００－８８１３ 

京都市下京区中堂寺南町１３４番地 ６階 

連 絡 先 

E - m a i l：info-dx@astem.or.jp 

電 話：０７５－３１５－３７０８ 

担 当：「京都市ＤＸモデル構築プロジェクト」事務局 

※電話での問い合わせは、平日９時～１７時 
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１ 事業の趣旨 

本補助金は、深刻な人材不足や物価高騰により、市内中小企業における経営環境

が厳しくなる中、ＡＩやＩｏＴ、ロボット導入等を活用し、業務・組織を変革し、

新たなビジネスモデルの創出や企業価値の向上に取り組む京都市内の中小事業者等

を対象に、専門家による経営・業務課題の分析や課題解決に向けたＤＸ戦略計画の検討

から構築までの一連の事業を約２年間かけて支援し、京都市内におけるＤＸのモデ

ルケースとなるような事例を輩出することを目的としています。 
 

 

２ 対象者 

本事業の対象者は、次の⑴、⑵のいずれ
･ ･ ･

か
･
に
･
該当
･ ･

する中小企業等とします。 

⑴ 京都市内に主たる事業所又は事業拠点を有する中小企業等 

⑵ 主たる事務所を京都市内に設けている中小企業等で構成する団体 

  ※本事業における「中小企業等」とは、「京都市ＤＸモデル構築プロジェクト実施

要綱（以下「要綱」という。）」の別表１に掲げる者とします。 

なお、次の⑴～⑼のいずれかに該当する中小企業は、本事業の対象外となりま

す。 

⑴ 令和８年４月１０日（金）現在において、開業又は設立後１年未満の者 

⑵ 次のいずれかに該当する中小企業者（みなし大企業） 

  ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業

（中小企業等以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。）が

所有している中小企業等 

  イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有し

ている中小企業等 

  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占

めている中小企業等 

⑶ 国又は地方公共団体から出資等を受けている者 

⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者

（ただし、同法第２条第６項第４号に規定するものを営む者を除く。） 

⑸ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者  

⑹ 市町村税を滞納している者 

⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に該当する暴

力団員等又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

⑻ 令和６年度京都市予算「中小企業デジタル化・ＤＸ推進事業」において、

「ＤＸ枠」で補助金の交付を受けた者または「令和７年度京都市ＤＸモデル

構築プロジェクト」で補助金の交付を受ける予定の者 

⑼ 前各号に規定するもののほか、当財団理事長が不適当であると認める者 
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３ 補助対象事業 

ＤＸ戦略事業計画に基づき、既存のＩＴシステム等を活用し、新たにＡＩやＩｏ

Ｔ、ロボット導入等の活用を図りながら、業務・組織を変革し、新たなビジネスモ

デルの構築や企業価値の向上に取り組むものであって、事業終了後も効果的かつ継

続的に活用される事業を対象とします。 

 

   ただし、以下の①～⑥に該当する事業は、補助対象外となりますので、ご留意く

ださい。 

① 京都市以外の場所で実施する事業 

② 事業効果に継続性が欠けると認められる事業 

③ 事業計画を伴わず、単に設備等の更新を目的とするもの 

④ 既存のシステム・ソフトフェアの更新・増強 

⑤ 社内の通信環境やテレワーク環境の整備・増強 

⑥ 当該補助対象期間外に発注・納品、及び支払いが完了した事業 

４ 支援期間及び支援対象期間 

   支援期間及び支援対象期間は以下のとおりとします。 

支援期間 約２年間 

支援対象期間 

支援採択決定通知日から令和１０年２月２９日（火）まで 

※追加採択事業者（専門家派遣のみ）は令和９年２月２６

日（金）まで 

なお、本事業の補助金支援を受けるにあたっては、以下のいずれかが必要とな 

りますので、ご留意ください。 

① 【これまでにＤＸ認定※１を受けられていない方】 

令和９年２月２６日（金）までに国が実施する「ＤＸ認定制度」への申請

を行い、当財団に対する補助金の支援申請を行うまでに独立行政法人情報処

理推進機構から受付通知を受理すること 

② 【ＤＸ認定を既に受けられている方】 

令和９年２月２６日（金）までにＤＸ認定制度の更新時期を迎える場合は、

期限内に更新申請を完了すること。加えて、経済産業省が「ＤＸセレクショ

ン（※２）」を実施する場合は、応募期限までに申請すること。 

なお、令和９年２月２７日（土）以降に更新時期を迎える場合は、事務局

や担当専門家と申請時期を協議すること。 

 

【留意点】 

認定を受けることや受賞することが補助金支給の可否に影響を及ぼすこ

とはありません。「申請すること」が補助金支給の要件となります。 
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※１ ＤＸ認定制度の概要 

国がＤＸを推進する準備が整っている事業者を認定する制度です。 

令和２年５月１５日に施行された「情報処理の促進に関する法律の一部

を改正する法律」に基づき、令和２年１１月から開始され、認定を受ける

ことにより、税制控除や融資等、さまざまな支援措置が受けられるように

なるほか、ＤＸに積極的に取り組む企業としての社会的認知度の向上、ブ

ランドイメージの向上等も期待できます。 

 

〇独立行政法人 情報処理推進機構 ＤＸ認定制度 

https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/about.html  

（参考）ＤＸ認定制度の認定基準 

 ＤＸ認定制度に関する認定基準は、以下のとおりとなります。詳細は下記Ｕ

ＲＬをご参照ください。 

１．経営ビジョン・ビジネスモデルの策定 

データ活用やデジタル技術の進化による社会及び競争環境の変化の影響も踏まえ

た経営ビジョン及びビジネスモデルの方向性を公表していること。 

２．ＤＸ戦略の策定 

データ活用やデジタル技術の進化による社会及び競争環境の変化の影響も踏まえ

て策定したビジネスモデルを実現するための方策として、ＤＸ戦略を公表している

こと 

３．ＤＸ戦略の推進 

・組織づくり 

ＤＸ戦略において、ＤＸ戦略の推進に必要な体制・組織に関する事項を示してい 

ること。 

・デジタル人材の育成・確保 

 ＤＸ戦略において、DX戦略の推進に必要な人材の育成・確保に関する事項を示し

ていること。 

・ＩＴシステム・サイバーセキュリティ 

 ＤＸ戦略において、ITシステム環境の整備に向けた方策を示していること。 

ＤＸ戦略の実施の前提となるサイバーセキュリティ対策を推進していること。 

４．成果指標の設定・ＤＸ戦略の見直し 

ＤＸ戦略の達成度を測る指標について公表していること。 

５．ステークホルダーとの対話 

経営ビジョンやDX戦略について、経営者が自ら対外的にメッセージの発信を行って

いること。 

 

◇ＤＸ認定制度 申請要綱（申請のガイダンス） 

https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/shinsei.html（ホームページ

リンク先） 

https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/about.html
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５ 支援内容 

支援内容は、以下の(1)～(3)に掲げる内容とします。 

なお、(1) 、(2)に係る支援については令和８年度に実施し、(3)に係る支援につ

いては令和９年度に実施します。 

 

⑴ 専門家派遣によるＤＸ戦略の構築【令和８年度】 

ＩＴコーディネータ等の専門家派遣を行い、専門家が事業者と共に経営課題や業務

課題を整理し、効果的なＤＸ戦略の構築について伴走支援します。 

⑵ ＤＸ認定への申請・更新の支援【令和８年度】 

上記の支援を通じて、国が実施するＤＸ認定制度への申請に対する支援を実

施します。 

なお、（3）補助金支援を受けるにあたっては、以下に定める期間内に国が実

施する「ＤＸ認定制度」への申請もしくは「ＤＸ認定制度」の更新申請及び

「ＤＸセレクション」の申請を行い、当財団に対する補助金の支援申請を行う

までに独立行政法人情報処理推進機構から受付通知を受理することが必要です。 

 

【留意点】 

認定を受けることや受賞することが補助金支給の可否に影響を及ぼすこと

はありません。「申請すること」が補助金支給の要件となります。 

 

 

 

上記期限内に、申請することが困難となった場合、（3）補助金支援を受ける

ことができません。速やかに京都市ＤＸモデル構築プロジェクト支援変更届出

書（第３号様式）により、事務局に事業廃止に係る届出を行ってください。 

⑶ ＤＸ構築に係る補助金支援【令和９年度】 

構築したＤＸ戦略に基づくＩＴツール等の導入経費を補助します。 

 

 

 

 

 

 

申請期限 令和９年２月２６日（金）まで 

※２ ＤＸセレクションの概要 

デジタルガバナンス・コードに沿った取組を通じて、ＤＸによる成果を

創出している、中堅・中小企業等のモデルケースとなる優良事例が選定さ

れます。 

優良事例として地域内や業種内での横展開を図り、中堅・中小企業等の

ＤＸ推進の取組及び各地域でのＤＸ推進の取組を活性化することを目的と

しており、２０２２年より実施しています。 

〇経済産業省 ＤＸ認定制度 

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-

selection.html（ホームページリンク先） 

※画像はＡＩで作成しています。 

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-selection.html
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-selection.html
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②申請受理・ 

採択者の決定 

④収受  

⑰入金 

⑤専門家の派遣 

⑯補助金支払 

⑭収受 

⑫受理・審査 

⑨収受 

⑦受理・審査 

⑮請求書（第１２号様式） 

の提出 

⑬補助金交付額決定通知書 

（第１０号様式）を送付 

⑪補助金実績報告書（第９号様式）

及び添付書類の提出 

⑧補助金交付決定通知書（第５号

様式）又は補助金不交付決定通知

書（第６号様式）を送付 

⑩ＩＴ導入、運用、事業完了 

①支援申請書（第１号様式）及び

添付書類の提出 

DXモデル構築プロジェクト事務局事業者 

③審査結果通知書 

（第２号様式）を送付 

⑤ＤＸ認定制度への申請 

令和8年6月12日(金)17時まで 
～6月下旬 

令和9年2月26日(金)まで 

⑥補助金交付申請書（第４号

様式）及び添付文書の提出 

【事業スキーム図】 

 

 

令和８年度 

令和９年度 

令和9年2月26日(金)まで 

令和10年2月29日(火)まで 

令和9年4月30日(金)まで 
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６ 採択者数 

   採択事業数は以下のとおりです。 

なお、上記５⑴⑵⑶の支援対象となる採択事業者に加えて、上記５⑴専門家派遣によ

るＤＸ戦略の構築と⑵ＤＸ認定への申請支援を支援対象とする追加採択を行う予定です。 

追加採択者については、補助金の交付はありませんのでご留意ください。 

採択事業者 

（専門家派遣・補助金支援） 
５社 

追加採択事業者 

（専門家派遣のみ） 
５社 

 

７ 専門家派遣期間・派遣回数 

専門家の派遣期間及び派遣回数は以下のとおりとします。 

専門家派遣期間 支援採択決定通知日から令和９年２月２６日（金）まで 

 専門家派遣回数 原則最大１５回まで 

 

８ 補助事業及び補助対象期間  

⑴  補助金の交付を受けるためには、令和９年２月２６日（金）までに国が実施する「Ｄ

Ｘ認定制度」に申請又は、「ＤＸ認定制度」更新申請及び「ＤＸセレクション」へ申請

し、補助金交付申請の提出までに受付通知を受理いただく必要があります。 

⑵  ＤＸ認定への申請後、令和９年４月１日以降に、当財団に補助金交付申請書（第４号

様式）を提出し、交付決定を受ける必要があります。 

⑶ 補助対象期間については、以下のとおりとします。 

⑷ 交付決定の通知日より前に着手した事業は補助対象になりません。 

 

９ 補助率及び補助金額 

補助率及び補助金額は、下表のとおりとします。 

 

補 助 率 補助対象経費（税抜）の２分の１以内 

補助金額 上限３００万円（千円未満切捨、税抜） 

 

 

補助対象期間 補助金交付決定通知日から令和１０年２月２９日（火）まで 
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１０ 補助対象経費等 

⑴ 補助対象経費 

補助の対象となるのは、以下の経費とします。 

経費区分 内  容 

ハードウェア購入費 
本事業におけるＤＸ推進の取組に直接必要な機器・ロボッ

ト等のハードウェアの購入及び改良に要する経費 

ソフトウェア購入費 
本事業におけるＤＸ推進の取組に直接必要な新たなソフト

フェア等の購入・利用に要する経費 

システム構築費 

本事業におけるＤＸ推進の取組に直接必要な新たなシステ

ム構築、改修（設計・開発）に要する経費 

※改修に係る経費については、ＤＸ推進を目的に実施すると

認められる経費に限り対象とします。 

クラウドサービス利用料 
本事業におけるＤＸ推進の取組に直接必要なクラウドサー

ビスの利用に要する経費 

導入関連経費 
ハードウェア導入、ソフトウェア購入及びシステム構築に

付随して使用する機器等に係る経費 

賃 借 料 機器リース料、レンタル料等 

 

⑵ 以下の経費については、補助対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 交付決定日より前に着手した事業に要した経費 

② 申請時に事業が完了しているもの、又は補助対象期間を超えて事業が完了

したもの 

③ 補助対象期間内に支払が完了していない経費 

④ 補助対象経費が他の補助事業と重複しているもの 

⑤ 目的外使用になりえるもの（本事業の実施に必要となるＰＣ及びタブレッ

トは除く。） 

⑥ 消耗品費 

⑦ 間接経費 

⑧ 通信費 

⑨ 積算根拠の確認ができないもの 

⑩ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係のある会社、役員を

兼任している会社、代表者の親族（３親等以内）又は社員が経営する会社

等）、代表者の親族との取引であるもの 

⑪ 名義が補助事業者以外の領収書、振込明細書等（立替払い等） 

⑫ 中古品 

⑬ 公租公課（消費税） 

⑭ 上記各号のほか、社会通念上、補助が適当でないと当財団が判断したもの 
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（参考）補助対象外経費の主な事例 

  

消耗品 

USBメモリー、SDカード、バッテリー、タブレットケース、プリンターの

トナーやインクカートリッジ、コピー用紙、一般的な文房具、清掃用品

等) 

間接経費 
間接経費(消費税、振込手数料、収入印紙代、事務手数料等)、人件費、

旅費、広告宣伝費、光熱水費、物品購入に係る送料 

通信費 
携帯電話通話料金、Wi-Fi月額料金、インターネット回線・プロバイダー

料金等) 

ハードウェア HP・ＥＣサイト等のコンテンツ作成目的のカメラ、中古品 

その他 

スマートフォン等のスタンド（ただし、デジタルホワイトボードなどの

スタンドを設置しないと機能を活用できないものは対象）従来の汎用的

なソフトウェアやハードウェアに関する指導、研修費保守サポート費

用、コンサルティング費用 

 

 

１１ 申請手続（提出書類、受付期間、提出方法） 

【各申請時における提出書類一覧】 

⑴ 京都市ＤＸモデル構築プロジェクト支援申請書の提出時に必要な書類 

書 類 の 内 容 

京都市ＤＸモデル構築プロジェクト支援申請書（第１号様式） 

業務内容がわかるもの（定款、規則、会則、会社パンフレット等） 

法人等については直近１期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書）、 

個人事業者については直近１期分の確定申告書（写し） 

法人登記事項証明書（発行後３ヵ月以内のもの）（写し）【法人のみ】 

個人事業の開業・廃業等届出書（税務署受領済の控え）（写し）【個人のみ】 

直近年度分の京都市民税、固定資産税（土地・建物のみ）及び都市計画税 

の市税に関する納税証明書(発行後３ヵ月以内のもの)（写し） 

※ 令和８年４月１日時点において住所が京都市外の場合、他市町村の発

行する納税証明書（写し） 

その他当財団理事長が必要と認めるもの 
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 ⑵ 京都市ＤＸモデル構築プロジェクト補助金交付申請書の提出時に必要な書類 

書 類 の 内 容 

京都市ＤＸモデル構築プロジェクト補助金交付申請書（第４号様式） 

ＤＸ認定制度等への申請書類の写し、受付通知の写し 

見積書等、経費のわかる書類 

補助金振込先となる口座情報がわかる書類 

その他当財団理事長が必要と認めるもの 

※ 「 京 都 市 民 税 に 関 す る 納 税 証 明 書 」 に つ い て は 、 関 連 Ｕ Ｒ Ｌ

（https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000151609.html）をご参照いた

だくか、事業所が所在する行政区の区役所・支所の市民窓口課、出張所にお

問合せください。 

※提出書類に関しての使用言語は日本語のみとします。 

 

【提出書類に関しての留意事項】 

 ⑴ 申請等の様式は、下記ホームページからダウンロードできます。 

     ＨＰアドレス https://www.astem.or.jp/entre/dx-model-2026 

   ⑵ 提出書類の取扱 

     提出書類は返却いたしませんので、控えを取り、大切に保管していただきます

ようお願いします。

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000151609.html
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受付期間・提出方法 

申請は、ＷＥＢ申請により行います。 

受付 

期間 
令和８年４月１０日（金）〜令和８年６月１２日（金）《１７時まで》  

申請 

方法 

ＷＥＢ

申請 

 

・申請時に表示される「個人情報の取扱いについて」を一読いただき、同意

のうえで申請してください。 

・必要事項を入力後、必要書類一式をアップロードしてください。 

・法人登記事項証明書、納税証明書の提出については、スキャンデータだけ

でなく、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真でもご提出い

ただけます。その際は、細かな文字が読み取れる解像度の写真データの添

付をお願いします。 

・事務局から受付番号を記載した受領済メールを送りますので、１営業日以

内に事務局からの返信メールが届かない場合は、事務局までメール又は電

話でご連絡ください。 

・アップロードできるデータ容量は１０ＭＢ以内（ファイル形式：ＰＤＦ、

ＰＰＴ、ＪＰＥＧ）です。 

※原本提出を求める場合がありますので、提出資料一式を保管ください。 

提出先 
ＷＥＢ

申請 

以下のリンクから申請してください。 

  https://www.astem.or.jp/entre/dx-model-2026 
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１２ 審査及び結果の通知 

⑴ 京都市ＤＸモデル構築プロジェクト支援申請書について 

京都市ＤＸモデル構築プロジェクト支援申請書（第１号様式）の内容を審査の上、

採択、不採択者を決定し、各申請者あてに文書により、審査結果を通知します。 

補助金交付有の採択事業者は、令和８年度の支援終了後、令和９年度に改めて補

助金交付申請書（第４号様式）をご提出いただく必要があります。 

なお、補助金交付申請書の提出にあたっては、以下のいずれかが必要となります。 

① 【これまでにＤＸ認定を受けられていない方】 

    令和９年２月２６日（金）までに国が実施する「ＤＸ認定制度」への申請を行い、

当財団に対する補助金の支援申請を行うまでに独立行政法人情報処理推進機構から

受付通知を受理すること 

② 【ＤＸ認定を既に受けられている方】 

令和９年２月２６日（金）までにＤＸ認定制度の更新時期を迎える場合は、期限内  

に更新申請を完了すること。加えて、経済産業省が「ＤＸセレクション」を実施する

場合は、応募期限までに申請すること。 

なお、令和９年２月２７日（土）以降に更新時期を迎える場合は、事務局や担当 

専門家と申請時期を協議のうえ、必ず申請すること。 

⑵ 審査基準 

提出された支援申請書類をもとに、主に以下の観点から審査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 補助金交付申請書について 

     京都市ＤＸモデル構築プロジェクト補助金交付申請書（第４号様式）の内容を審

査し、補助金交付の可否を決定したのちに、各補助事業者あてに、京都市ＤＸモデ

ル構築プロジェクト補助金交付決定通知書(第５号様式)、又は京都市ＤＸモデル構

築プロジェクト補助金不交付決定通知書(第６号様式)により、結果を通知します。 

     補助金交付申請にあたっては、次のことをあらかじめご承知おきください。 

＜参考：審査基準＞ 

主な審査基準 審査内容 

適合性 本補助金の目的・趣旨に合致しているか。 

妥当性 
自社のＤＸへの取組に係る現状及び課題が明確であるか。 

現状及び課題に向けた解決策に妥当性があるか。 

事業効果 
自社の課題解決に向けて効果及び継続性の高い取組内容と

なっているか。 

計画性・実現性 
スケジュール・実施体制について計画性・実現性がある内

容となっているか。 

モデル性 
取組内容が他の事業者へのモデル事例となるなど、波及効

果が高い取組であるか。 
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     ア 補助金の交付決定にあたって、必要に応じて条件を付す場合があります。 

     イ 交付決定額は補助金額の上限を示すものであり、実際の補助金額（交付確定

額）は事業完了後、補助金額の確定時に、交付決定額から減額される場合が

あります。 

     ウ 事務局は、審査結果通知後及び補助金交付決定通知後に、申請件数、採択件

数、補助事業者名、事業名、事業期間及び事業概要等を、ホームページ等にお

いて公表することがあります。 

 

１３ 補助金交付決定後の責務等（取得財産の取扱、計画の変更、計画の中止・廃止） 

 取得財産の取扱  

⑴ 本事業により取得した機械装置等の所有権は、補助事業者に帰属するものとします。 

   ⑵ 本事業により取得し、又は効用の増加した機械装置等（以下「取得財産等」という。）

については、補助事業の完了後においても、取得財産管理台帳を備え、善良な管理者

の注意をもって 管理し、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなけれ

ばなりません。また、事業終了後も一定の期間は処分（売却、廃棄等）できませ

ん。 

 

 計画の変更・中止・廃止  

交付決定を受けた本事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）や中止又は廃止を

しようとする場合は、京都市ＤＸモデル構築プロジェクト補助金変更等(変更・中

止・廃止)承認申請書（第７号様式）を提出し、当財団の承認を受けてください。 

 

１４ 事業完了及び補助金の支払（実績報告書の提出・補助金の支払） 

 実績報告書の提出  

⑴  事業完了後、以下に定める期日までに京都市ＤＸモデル構築プロジェクト補助金

実績報告書（第９号様式）を事務局にご提出ください。（ＷＥＢ又は郵送によるご

提出をお願いします。） 

 

⑵  実績報告書の提出期限は以下のとおりとします。 

 

 

⑶ 実績報告書には、次の書類が必要です。 

提出が必要な書類 

京都市ＤＸモデル構築プロジェクト補助金実績報告書（第９号様式） 

事業を着手したことが確認できる書類（発注書及び発注請書、または契約書等）の写し 

提出期限 
事業完了日から起算して１４日を経過した日、又は令和１０年２

月２９日（火）のいずれか早い日 
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経費の支払いを確認できる書類（明細のわかる請求書、領収書、振込書(※)等）の写し 

事業の実施内容及び成果物を確認できる書類、写真等 

その他当財団理事長が必要と認めるもの 

※インターネットバンキングを利用する場合は、①ＷＥＢ取引画面のコピー②当該取引

が完了したことが分かる入出金明細書（口座情報がわかるものを含む。）又は、通帳

の見開き及び当該経費の出金されたことがわかるページのコピーが必要です。 

 

＜注意事項＞ 

①  補助対象期間内に書類の提出がない場合は、当該経費については補助対象外となり

ますので、書類の整備・保管は必ず行ってください。 

  ② 領収書等の日付や、クレジットカード利用の場合の口座引き落とし日が、  

「令和１０年２月２９日」までとなります。翌日以降の日付となると、対象外にな

りますのでご注意ください。 

  ③ 補助対象経費等についてはＰ８をご確認ください。 

  ④ 実績報告書及び添付書類に不備があった場合、当財団が指示する日までに当該不

備が是正されないときは、当該経費は補助対象外となります。 

 

 完了検査及び補助金の支払  

⑴ 実績報告書の提出後、本事業の事務局が事業実施場所に赴くなどし、事業内容の

検査を行う場合があります。 

 ⑵ 事業内容が交付決定通知及び交付条件に適合していると判断したものについて、交

付すべき補助金の額を確定します。（交付決定額から減額される場合があります。） 

⑵  補助金は、原則、事業完了後の補助金額確定後に支払います。 

ただし、既払いの経費に限り、概算払請求書（第１１号様式）を提出することで、

交付決定金額の半額分を上限として交付を受けられます。その場合、残りの金額は事

業完了後に支払います。 

   ⑷ 補助金の支払先は、日本国内に本店又は支店のある金融機関の本事業補助事業者

名義の口座のみとします。 

１５ 参考 

これまで、京都市が実施してきたデジタル化補助金事業を活用した優良な事例

を紹介していますので、参考にしてください。 

 

＜リンク先：京都市情報館 中小企業のデジタル化・ＤＸの推進＞ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000284686.html 

 

 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000284686.html
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１６ 産業分類 

第１号様式の「業種」を記入する際の参考にしてください。 

日本標準産業分類（令和５年７月改正）における大分類一覧 

分類コード 業種（大分類） 

Ａ 農業、林業 

Ｂ 漁業 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業、郵便業 

Ｉ 卸売業、小売業 

Ｊ 金融業、保険業 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 

Ｏ 教育、学習支援業 

Ｐ 医療、福祉 

Ｑ 複合サービス事業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く 

Ｔ 分類不能の産業 

 

 

 


